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予算決算委員会産業建設分科会会議記録 

（補正予算審査） 

１．日 時 令和８年２月５日   ９時３０分開会 

令和８年２月５日  １５時４５分閉会 

２．場 所 議員協議会室 

３．出席議員 荒木礼子座長、隅田雅春副座長、金崎美和委員、渡辺拓道委員、 

大内正博委員、上田英樹委員 

４．欠席議員 なし 

５．参考人 なし 

６．傍聴人 なし 

７．会議に付した事件 

 議案第３０号 令和７年度丹波篠山市一般会計補正予算（第１３号） 

議案第３４号 令和７年度丹波篠山市水道事業会計補正予算（第４号） 

 議案第３５号 令和７年度丹波篠山市下水道事業会計補正予算（第４号） 

８．議事の経過 

開会   ９：３０ 

 

【分科会】 

荒木座長  開会宣告 

荒木座長  あいさつ 

 

■日程第１  議案第３０号 令和７年度丹波篠山市一般会計補正予算（第１３号） 

 

■農業委員会事務局 

 

 農業委員会事務局 補正予算書に基づき説明 

 

【主な質疑】 

渡辺委員       歳入の機構集積支援事業補助金の減額の件です。減額内容に

ついてもう少し説明をいただけたらうれしいと思います。 

農業委員会事務局   機構集積支援事業補助金の減額補正ですけども、委員さんや

職員の研修費にかかります減額です。主なものは、東京で開催

されます女性委員登用研修会や、女性委員のシンポジウムを当

初予算で計上させていただいていましたが、委員さんの御都合

等によりまして出席ができなかったので、その分の旅費につき
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まして減額の補正ということで上げさせていただいておりま

す。 

渡辺委員       旅費等にしては、ちょっと金額が大きいかなと思っていたの

で、どれぐらいの出席を予定していて、実際どれぐらいの方が

御都合がつかなかったのか、その辺りはどうですか。 

農業委員会事務局   丹波篠山市農業委員会には女性委員さんが 5 名いらっしゃい

ます。その方々の東京への旅費、約 20万円が主な減額となって

おります。そのほかの研修に出席できなかった分を全て合わせ

て 39 万 5000 円の減額補正ということで上げさせていただいて

おります。 

隅田副座長      今の件ですけど、女性委員が 5 名おられるということで、私

は 1 人か 2 人が体調不良で行けなかったのかなと思ったりもし

たんですが、5 名とも研修に行かれなかったのか、行く必要が

ないと判断されたのか、その辺りの経過をお聞きしたいです。 

農業委員会事務局   研修に行かなくてもいいということではないんですけども、

体調不良の方もいらっしゃいましたし、場所が東京でしたので、

どうしても日程等の御都合がつかないということで今年度につ

きましては出席ができなかったということでございます。 

隅田副座長      こういう女性委員の研修というのは初めてだったんですか。

それともいつも東京であるということなんでしょうか。それと

も広島とか大阪でするといったこともあったのか。その辺りの

説明を聞きたいです。 

農業委員会事務局   この女性委員の研修につきましては全国的に女性委員の登用

に力を入れておられまして、登用促進研修ですとかシンポジウ

ムにつきましては東京都で毎年開催されております。あとほか

に近畿東海ブロックの研修とかいうのもあるんですけども、そ

れにつきましては、各都道府県持ち回りで開催というような形

で開催をされております。 

 

 

 

■農都創造部（農業担当） 

 

【主な説明】 

農都整備課 補正予算書に基づき説明 
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【主な質疑】 

上田委員        ため池等整備事業について、圃場整備として、3 月補正で

令和 7年の国の補正予算がついたんですけど、工事について、

ある程度水が要らなくなった時期にされるのか、それとも。

今の補正の金額でしたら、水が必要になる前にかかられるの

か、大体 4 月から水が要ると思うんですけども、工期につい

て教えてください。 

農都創造部（農業）   今回、市のため池等整備事業におきまして、古森と当野で

補正予算がつきました。両方の地元に確認をいたしまして、

やはり 4 月から水を使って水稲をつくりたいということがご

ざいましたので、今年の秋の刈取り後の工事となります。発

注については、夏には発注をして準備をしていきたいと考え

ております。 

 

 

■ 農都政策課 

 

農都政策課  補正予算書に基づき説明 

 

【主な質疑応答】 

上田委員        特産物振興事業、担い手支援事業の減額関係について教え

てほしいんですけど、補正予算書 38ページの省力化機械等導

入推進補助事業が約 2 分の 1 の執行。それと山の芋生産振興

補助金が約 3分の 1。補正予算書 39ページの新規就農総合支

援事業補助金は人数でいうと 33％の執行状況です。当初予算

では、これだけは必要だということで予算計上をされて、そ

の目標達成に向けて啓発・ＰＲなど様々な取組をしていただ

いたと思うんですけども、この実績を見て実際どうなのか。

どこに原因があったのか。また、当初見込みより 2 分の 1 か

ら 3 分の 1 の執行だけども、ある程度の成果ができたと思っ

ておられるのか。その辺のまとめ的なものを聞かせていただ

きたいと思います。 

農都創造部（農業）   それぞれ担当が異なりますので事業単位でご説明します。

まず、省力化機械等導入推進補助事業では、山の芋の機械導
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入が含まれています。農家の機械導入のタイミングと合うか

どうかというところが大きく執行額に影響が出てくるのかと

見込んでいます。本年度の機械支援につきましては、山の芋

栽培講習会、年度初めの農会長会、そして各山の芋農家には、

郵送でお知らせをしましたが、今回 1 件の執行のみになって

います。おっしゃっていただいたとおり、まだＰＲが農家に

届いていないのかなというようなところを反省しているとこ

ろです。今後も周知をしっかりして山の芋の栽培面積の拡大

に向けて取り組んでまいりたいと考えております。機械導入

支援では、それなりのまとまった金額が必要となってまいり

ますので、予算額としてはそれなりに確保しておかないと考

えておるところです。 

続きまして、山の芋の栽培支援の奨励金や省力化資材の取組

ですけれども、こちらにつきましても同様に農家の方には、1

軒 1軒、郵送で案内をしているところです。栽培省力化の防草

シートなどの省力資材につきましては複数年使えるというこ

ともございます。取り組まれる農家、取り組まれない農家とい

うのは分かれてこようかとは思います。面積や栽培人数が減っ

ておりますが、昨年度並の実績が金額ベースでは出ております

ので、一定、お知らせが届いていると考えています。栽培の奨

励金につきましては栽培面積の減少もございますので、比例し

て落ちてきます。こちらについても、栽培面積をしっかり維持

して、予定している補助が農家の皆さんに届くようにしていき

たいと考えておるところです。 

農都創造部（農業）   経営発展支援事業は、新規就農者に対する機械導入支援で、

機械導入計画等の作成について助言等を行なうなか、国庫補

助のところになかなか届かないというふうな結果にはなって

しまいました。 

農都創造部（農業）   新規就農につきまして少し補足をさせていただきますと、

新規就農の国の支援を要求させていただく中で、新規就農者

自身の計画を立てていくのに少し時間を要する場合もござい

ます。今年度は予定していた 3 件のうち 1 件の実績というこ

とではございましたけれども、予定をしていた 2名のうち、1

名は速やかに事業計画を立てられて、昨年度の国の補正予算

の中で支援ができました。もう 1 件については事業計画を見
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直しながら、令和 8 年度に国に要望していく予定で、状況と

しては 3 名とも支援をする流れで進めておりますので御了承

ください。 

上田委員        担い手支援については分かりました。ポイントは、山の芋

関係の省力化機械等導入推進事業補助金だと思っています。

農業振興大会に行かせていただいたらすばらしいものをつく

っておられます。その中でだんだんと栽培面積が少なくなっ

ているということは、毎年言われていることだと思います。

だから面積に比例して補助金も少なくなったという御説明で

したが、実際には、少ない面積で栽培しているのに、それだ

けの機械を導入して大丈夫なのかとか、これだけしか栽培し

ていないのに、機械を個人負担で買って、実際には補助金が

少なくてこれでやっていけるのかというようなところもある

かもしれません。だから、ほかの補助金等も勘案しなければ

ならないんですけども、山の芋の栽培面積が少ないという現

実の中で、単に面積が少なくなったからとか、ＰＲはしてい

るんだけどもなかなか補助金を使っていただけないという、

単なる補助金の減額ということではなく、ここについては、

次年度に向けて、補助金の関係や面積の拡大とか、もう少し

深掘りして考察して次につなげていただきたいと思っていま

いすけどもいかがでしょうか。 

農都創造部（農業）   個々の農家の方々の経営面積に対する費用対効果では、自

己負担の関係で農家の投資による機械化が進みにくい要因の

一つであると考えます。おっしゃっていただいたところを念

頭に置いて、丹波篠山市では集落営農も推進しておりますの

で、1 軒の農家ではなかなか機械投資がしにくいところです

が、グループや集落営農という共同の視点も持ちながら、個々

の農家の皆さんに推進し、いろんな機会を通じて機械助成制

度、省力化の支援があることもお伝えしていきたいと考えま

す。 

上田委員        個人経営もあるし、集落などで共同で取り組まれる場合も

あると思います。その場合、若干の補助率のかさ上げとか、

そういう内容も含めた中で、少し検討してもらったうれしい

のと、やはり山の芋を栽培されている方は、お年を召した方

が多いと思いますので、若い方が取り組む場合はどうしたら
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いいかとか、その辺も含めて全体的な次の戦略を考えてもら

ったうれしいと思いますのでよろしくお願いします。 

農都創造部（農業）   現場のニーズに支援が合っていないのではないかという御

指摘だと思います。御指摘どおり、さらにその現場の実態に

応じて、そういった今、お困りになっている課題など、的確

にニーズに沿った支援になりますように深掘りを検討してい

きたいと思います。 

渡辺委員        山の芋について、できるだけ深堀していくというような答

弁もあったのですが、私が記憶している中では、過去には 300

町歩ぐらいの栽培面積がありました。それが酒井市長が就任

した 2007、2008 年ぐらいには 71 町歩になり、今はその五分

の一の 15町歩まで減ってきています。その間、現場のニーズ

に応えるような形で、資材の補助とか複数の補助メニューも

設けてサポートをしてきたんですけども、現実的にそれが結

果に現れていないんですよね。もう 15町歩まで減ったら、は

っきり言うと、一般産地で言うと 15町歩の産品は特産ではな

いです。地域の特産という部分の位置づけからは、大分しん

どい状況になってきているかなというふうに感じているとこ

ろです。ですので、深掘りというか、もう少し抜本的に対策

を講じて力を入れてやるのか。それともある程度見切るのか。

厳しい言い方ですが、それぐらいのラインまで来ている状況

なのかなと思います。できたらやはり山の芋の部分について

は、それに乗っかっている飲食とかいろんなサービスもある

ので、何らかの形でこの特産をブランドとして守っていくべ

きだろうと思うので、本腰を入れて考えてもらえたらと思い

ます。先ほどの農都創造計画の部分もあったりするので、ほ

かの特産に比べて山の芋については、課題が大き過ぎるから、

本当に考えてもらえたらうれしいと思います。 

課題としては、山の芋はほかの特産に比べて高度な栽培技術

が必要になります。その部分については、篤農家さんの経験と

かを継承されてきたというのが実態であって、その部分をどう

いうふうに引き継ぐかというような取組もこれまでからされ

てはいるんですけども、実際問題、技術的にそれを活用すると

ころまでまだ来れていないのかなという部分があって、一般の

施設栽培も今、いろいろとＡＩ関係の部分で、いろんなコント
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ロールができた中で、栽培管理ができるような状況になってき

ていますので、いろんな篤農家さんの高度な栽培技術数をうま

く、多くの若い人たちが活用できるような形にしていかなけれ

ば、なかなか増えないのかなという感じがあります。ですので、

私のほうからも、ぜひとも計画へきっちりと位置づけをして、

次の 10 年ぐらいを本気でやらないと消えてしまうと思うの

で、そのあたりをしっかりやってもらいたいので、ぜひとも農

都創造計画に基づいて以下の各種計画等で取り組んでもらえ

たらうれしいと思うんですけども、その辺り、改めて思いとか

を聞かしてもらえたらうれしいなと思います。 

農都創造部（農業）   おっしゃられるように山の芋は年々減少しており、令和 4

年には 22ヘクタール、令和 5年には 21ヘクタールで、現在、

15ヘクタールにまでなってしまっているところです。議員が

おっしゃられるように様々な実証に取り組んでいるところで

す。近年の取組では、ツル直しをできるだけ省力化できるよ

うにと、支柱とネットを支援するなどして、畝の上部にツル

を這わせる省力化の推進や、農家の皆さんに圃場の土壌水分

状況も情報発信しています。また、ＪＡや普及センターと協

力して栽培技術の講習会や、その年度の天候等も踏まえて助

言できるような山の芋通信にも取り組んでいるところです。

ただ、おっしゃられたように、これまで培ってきた栽培技術

について、新しい技術の取り入れは、なかなか手作業が多い

中では困難とにもなってきております。ただ、このままです

と、現状の面積がさらに減ることによって、深刻な状態にな

ってくるのではないかとも思っております。山の芋をこれか

らどう進めていくのかということも今後検討していかなけれ

ばいけないと感じているところです。一方で、最近では若手

の農家の方も山の芋に取り組まれる方もいらっしゃいます。

どのような技術を使われて、若手の方が山の芋栽培をされて

いるのかということも検証しながら、若い農業者の育成にも

取り組んでいけたらと思っております。 

大内委員        先ほどから山の芋とか栗に関しては右肩下がりになってい

るので、何とかこの補助金で歯止めをしてほしいなという思

いもあります。 

農都のめぐみ認証普及補助金について、お尋ねするんですけ
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ども、先ほどの説明では目標値 600ヘクタールで、539ヘクタ

ールできましたということで、大方の 9 割ぐらいできておっ

て、かなり普及してきたなと思っております。その中でお聞き

したいのが、今の集荷状況とか売価設定とか、他種のお米と差

別化できているのかというところをお聞かせください。 

農都創造部（農業）   農都のめぐみ米の集荷の状況について、把握している限り

では、令和 7 年度からＪＡ丹波ささやまでも認証を受けて、

特別栽培米の集荷販売が始まっております。概算金の公表で

は、慣行栽培の 1等 30キロ玄米の 1袋の金額で 500円の差額

を設けての提示ということをされております。それから出荷

を奨励される部分で加算というのを設けておられて、集荷を

頑張っていただいている状況です。 

大内委員        神明さんとも包括連携をされていたと思うんですけども、

令和 6 年、7 年あたりの状況が分かりましたら教えてくださ

い。 

農都創造部（農業）   神明ホールディングスさんとの連携につきましては、市内

の集荷事業者の BB リンク株式会社が連携をしていただいて

おり、6年度、7年度と取組をされていらっしゃいます。そち

らの価格に関しましても細かいところは持ち合わせてござい

ませんが、近年の米価の上昇がありましたが、やはり慣行栽

培の米よりも少しでも有利に取り扱っていただけるように神

明さんとも交渉されていると聞いております。出荷の袋数に

つきましては、JA 及び BB リンクともに約 2,500 から 3,000

袋程度の集荷をされておられます。 

大内委員        神明さんやＪＡさんが納得できるような集荷状況にあるの

かちょっと私も分かりませんけども、米価がちょっとここに

来てだんだんと右肩下がりになってきている情報もあります

ので、こういう取組が歯止めになってくるのかなと思います

のでよろしくお願いします。 

金崎委員        農業一般管理事業について、清水政策官の勤務が月 4 回か

ら月 1 回に変更になったということなんですけれども、減っ

た理由と業務に支障がなかったのかを教えてください。 

農都創造部（農業）   政策官の勤務日数が減っているとことについては、まず業

務内容として、今年度、農都創造計画の更新に当たっての助

言、それから日本農業遺産の保全計画に関する計画の見直し
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に関する助言を中心に業務を行っていただいております。そ

れらの業務に当たって、月 4 回程度の勤務を想定していまし

たが、部内の協議や会議が効率よくできたことにより、協議

回数が減りまして、それが勤務日数に比例して減ったという

ところです。さらに効率よく進めていくためにメール等のや

りとりとかウェブ会議でも参加頂きながら、効率よく効果的

に業務を行わせさせていただいておりましたので、取組とし

ては一定の成果が上げられたと思っております。 

荒木座長        農都のめぐみ米の補助金のことですけれども、お聞きした

いのは、農都のめぐみ認証普及について、認証取得支援も補

助金の中に入っていたかと思うんですが、取得された団体は

増えているのか教えていただけますでしょうか。 

農都創造部（農業）   普及のグループ支援につきましては、令和 6年度に 10の団

体で取得支援をさせていただきました。令和 7 年度に 1 件、

こちら JA 丹波ささやまを支援したのと、10 団体は集落営農

組織ということで、11の団体に支援をした実績ございます。 

荒木座長        認証団体はもうこれ以上は増えていかないのか。それとも、

もうちょっと増やしていこうというふうなお考えなのか、そ

の辺のところをお聞かせいただけますか。 

農都創造部（農業）   認証団体については、一つは、ＪＡや BBリンクのような集

荷事業者の方を中心に組んでいただく団体、また集落営農な

どを中心にした生産者のグループに大きく分けることもでき

るかと思います。できるだけ多くの農家にお取組いただくに

あたっては、集荷事業者に出荷いただく形と、自分たちで作

り方を定めて、グループで取組んでいただくという二つの方

法が提案できると思っております。いずれかの取組やすい形

で参加していただき、広げていきたいと考えています。 

 

 

 

■農都創造部（森づくり担当） 

 

森づくり課 補正予算書に基づき説明 

 

【主な質疑】 
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上田委員        補正予算書 40ページ、林業一般管理事業の危険木除去費等

補助金 70万円の減額について、申請件数減によるものとの説

明でした。事業当初から比べて申請される方が大変増えてき

たということをちょっと聞いたりしているんですけども、現

在も増えてきているのか。大きな大径木以外は少し遠慮して

いただいているということもちょっと聞いたんですけども、

今の申請の状況また要望の状況、そして減の理由、件数等を

教えていただけますか。 

農都創造部（森づくり） 令和 6 年度から 7 年度にかけまして要綱を改正して補助金

を交付する要件を厳しくいたしました。令和 6 年度の要綱で

は、相談があれば一定の要件に達しておれば、腐っていなく

ても予防伐採と呼んでおりましたが、補助の対象としており

まして、令和 6 年度については予算を超える要望を頂いてお

りました。それを改善するために、令和 7 年度からの要綱で

は、木が朽ちているとか倒れそうな角度になっているとか、

そういう条件を厳しくして補助金の交付を減らしておりま

す。要望や相談自体は令和 6 年度から横ばいというような印

象を持っておりますが、採択率が低くなったため予算として

はかなり減少したと考えております。 

上田委員        はい、分かりました。家の裏に山林等がある住宅が対象に

なっていると思うんですけど、要件が厳しくなって予算的に

は減なんですけど、申請者等の方から苦情はないのか。例え

ば、令和 6 年度までは、同じ集落で、あそこでは補助金をも

らえていたのが、今年度は全部自前で切らなければいけない

というような苦情等は現状ないのか、その辺りのことを教え

ていただけますか。 

農都創造部（森づくり） 相談を受けて現地に職員が行って懇切丁寧に説明をさせて

いただいて納得して適用外ということで判断をさせていただ

いておりますので、今のところ大きな苦情はいただいており

ません。 

上田委員        その場合、追跡調査されているのか分かりませんが、伐採

をされたいという方は、全て自己負担 100％で伐採をされて

いるのか。それとも相談したけれども補助金がないのでやめ

ましょうというような状況なんでしょうか。その辺だけ教え

ていただけますか。 
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農都創造部（森づくり） 追跡調査はしておらず把握しておりませんが、相談の多く

が被害を受けられるであろう家屋の所有者からの相談ですの

で、対象とならないとなれば伐採を実施されていないという

のが多いかと考えております。 

隅田副座長       地籍調査事業についてですが、これは予定どおり進んでい

るのか。それとも予定よりも進み方が少ないのか。今何％ぐ

らいできているのか。説明できる範囲でお願いしたいと思い

ます。 

農都創造部（森づくり） 今の進捗率としては全体の 1％にも満たないという状況で

す。進捗に関しましては、予定どおり進んでおるということ

で、大山上地内についても令和 7 年度から 4 か年にかけて調

査するということで、今年度についても予定どおりの進捗状

況でございます。 

隅田副座長       大山上地内を 4年かけて調査という説明でしたが、普通、1

か所は 3 年単位で進んでいくのではないのでしょうか。その

辺りの説明をお願いします。 

農都創造部（森づくり） 通常は 3 年のペースですが、大山上地内については筆数が

多いため、もう 1年追加を考えております。 

荒木座長        鳥獣害被害対策事業に関して、サギ等鳥害対策事業補助金

について、昨年の報告では 2 地区で実施されているとのこと

で、黒田地区のほうは良くなってきたと報告いただいたので

すが、現在はどのようになっているのか教えてください。 

農都創造部（森づくり） 今年度もサギの営巣等による生活的な被害の御相談をいた

だいておりますのが、上河原町と黒田地区の 2 地区でござい

まして、黒田地区につきましては自治会長様からのお話を聞

くには、営巣地の近くにお住まいの方も、においも少なくな

ったし被害が減ったということで、今年度はその状況を見な

がら、営巣も維持しながら、できるだけさらに被害が低くな

るような形で木を若干切るというようなことで進めておりま

す。これは改善する方向にございます。 

上河原地区につきましては、現在も依然としてシロサギやア

オサギが営巣しておりまして、追い払っても戻ってくるという

ようなことがございます。地元の方から聞きますには、補助金

を使っていただいて巣を撤去して数を減らすというような取

組をされております。引き続き、こういった補助金を使ってい
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ただいて、まずはサギの営巣する数を減らす。そして被害を軽

減していくというような取組。もう一つは、サギが執着してい

る上河原町のエノキの木から分散させるような方法も必要か

と思いますので、今、専門に研究されている方を探していると

ころですけども、そういった方に対策をお聞きしまして、分散

させることで営巣を減らして被害を軽減して、共生するような

形も考えながら、引き続き取り組んでいきたいと考えておりま

す。 

 

 

■観光交流部（商工観光担当） 

 

 

商工観光課 補正予算書に基づき説明 

 

【主な質疑】 

大内委員      商工振興費に関して、起業支援補助金のところで 150 万円の減

額で、年度内できないというというご説明でしたが、大きなリフ

ォームとか何かできない理由があったのか、その辺りのことを教

えていただいたらうれしいです。 

観光交流部     起業支援補助金について、今回、取下げのあった事案について

は、それぞれ個別の事情があるのですが、この 4 件については開

業時期を熟考したいという方が 3 件です。工期の関係で間に合わ

なかったのが 1 件で、令和 7 年度の開業を断念され、今後いずれ

は令和 8年度に開業される予定になっています。 

 

 

 

 

■まちづくり部（都市計画） 

 

 

地域計画課 補正予算書に基づいて説明 

 

【主な質疑】 
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上田委員        耐震改修促進事業補助金の251万7,000円の減額ですけど、

今年の執行状況をふまえて、今現在、どのように考えておら

れるのかお聞かせいただきたいと思います。 

まちづくり部（都市計画） 耐震改修工事費補助につきましては 11月末をもちまして

申込みの受け付けを終了させていただいておりまして、2 月

末をめどに完了していただくという形で、3 月中に補助金の

交付という形の流れをしております。工事につきましては今

年度 4 件の申込みがございまして、今のところ順調実施をし

ていただいている状況です。 

まちづくり部（都市計画） 今後の予定につきまして、国のほうでも重点的に施策を

今後、推進していく事業については手厚く配分をしていると

いうようなことで、耐震関係については補助金の配分が

100％ついております。この事業は国のほうも推し進めていま

すので、市としても引き続き耐震化の促進を図っていきたい

と考えています 

 

 

■まちづくり部 

 

地域整備課 補正予算書に基づき説明 

 

【主な質疑】 

隅田副座長      補正予算書 42ページ、土木総務費の住宅・建築物土砂災害対

策支援事業補助金について、申込みがなかったということです

が、市としてはそういう危険なところにある住宅に対して、ど

のような啓発をされているのか。それでもやはりお金がかかる

からということで取り組まれなかったということだと思うんで

すが、その辺りの経緯についてご説明をお願いします。 

まちづくり部     周知や啓発に関しましては、市のホームページで助成制度の

一覧にも記載し、また毎月発行しております広報紙にも年に 1

度は記事を掲載して啓発しています。 

隅田副座長      この 904 万 3,000 円は大体何軒分というか、何か所ぐらいを

念頭に置かれて予算計上されているのでしょうか。 

まちづくり部     予算で計上させてもらっておりますのは、各助成の項目につ

いて 1 件ごとです。項目は大きく３つあります。まず既存の住
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宅の除去です。危険な場所から退避してもらうための費用の補

助について 1 件、移転や購入に係る費用の補助について 1 件、

既存住宅等の補強です。裏山の擁壁をしたり、新しく家を建て

た場合の基礎の補強などについての補助が 1件です。 

隅田副座長      今年度は申込みなかったということですが、例えば過去 3 年

や過去 5 年でも申込みがなかったのか。それなりに申し込みが

あったのか。その辺りはどうでしょうか。 

まちづくり部     基本的に申込みについては今まで実績は 1 件もございませ

ん。ただし窓口なり電話なり訪問での相談業務は年間、そんな

に多くはありませんが、数件程度あります。 

隅田副座長      個別の自己負担割合というのはどのぐらいになっています

か。項目によって違うのでしょうか。 

まちづくり部     項目ごとに上限は一応決まっております。この事業は市と

国・県の補助をいただき、総額の補助の項目をつくっておりま

す。ただ、これまで具体な補助をしてないので、どのぐらいの

割合になってのるかまでは把握していません。市としては上限

の固定額を設けて補助するようにはしております。 

荒木座長       補正予算書 44ページの放置空き家対策事業ですが、空き家解

体助成金に申請がなかったということですが、近年の動きや実

績の推移などを教えていただけますか。 

まちづくり部     解体助成金の申請について、向こう 3 年については申請の実

績がありません。それ以前については把握している限りでも解

体助成の申請はありません。 

荒木座長       どうして申請がないのか。その理由をどのようにお考えなの

か教えていただけますか。 

まちづくり部     空き家解体助成については、老朽危険空き家として認定され

た物件となり、所有者が空き家解体のため補助を望まれても、

全ての物件が老朽危険空き家として認定されるわけではなく、

認定要件を満たしているかが実際に補助できるまでのハードル

になっていると担当としては考えております。 

 

 

■上下水道部 
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経営企画課 補正予算書に基づき説明 

 

【主な質疑】 

 ― 質疑なし ― 

 

 

 

日程第 2 議案第３４号 令和７年度丹波篠山市水道事業会計補正予算（第 4 号） 

 

経営企画課  補正予算書に基づき説明 

 

【主な質疑】 

 ― 質疑なし ― 

 

日程第 3 議案第３５号 令和７年度丹波篠山市下水道事業会計補正予算（第４号） 

 

経営企画課  補正予算書に基づき説明 

 

【主な質疑】 

 ― 質疑なし ― 

 

 

 

その他 議員間協議 

 

 議案第３０号 令和７年度丹波篠山市一般会計補正予算（第１３号） 

議案第３４号 令和７年度丹波篠山市水道事業会計補正予算（第４号） 

 議案第３５号 令和７年度丹波篠山市下水道事業会計補正予算（第４号） 

 

―部長等への確認 なし― 

―市長等への質問 なし― 

 

 

■意向確認 

 議案第３０号 令和７年度丹波篠山市一般会計補正予算（第１３号） 
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議案第３４号 令和７年度丹波篠山市水道事業会計補正予算（第４号） 

 議案第３５号 令和７年度丹波篠山市下水道事業会計補正予算（第４号） 

 

―全員賛成― 

 

荒木座長  この結果を含め、執行部との質疑、答弁の内容について、座長報告を行

いたいと思います。報告については、座長に一任願いたいがよろしいでし

ょうか。 

 

―異議なし― 

 

荒木座長     それでは、審査が終了しましたので、閉会に当たりまして隅田副

座長より御挨拶をお願いします。 

 

隅田副座長  あいさつ 

 

閉会    

 

 


